
○雲南市社会福祉法施行細則 

平成２５年３月２８日 

規則第１９号 

改正 平成２７年９月３０日規則第４１号 

平成２９年４月１日規則第２１号 

令和２年８月１日規則第５２号 

令和３年１月１４日規則第１号 

令和４年３月２３日規則第１９号 

雲南市社会福祉法施行細則（平成２０年雲南市規則第６号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）の施行

に関し、社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号）及び社会福祉法施

行規則（昭和２６年厚生省令第２８号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（設立認可申請） 

第２条 法第３１条第１項の規定による社会福祉法人の設立の申請は、社会福

祉法人設立認可申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（定款変更認可申請） 

第３条 法第４５条の３６第２項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認

可の申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書（様式第２号）を市長に提出

するものとする。 

（定款変更届） 

第４条 法第４５条の３６第４項の規定による社会福祉法人の定款の変更の届

出は、社会福祉法人定款変更届（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

（解散認可又は認定申請） 

第５条 法第４６条第２項の規定による社会福祉法人の解散の認可又は認定の

申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書（様式第４号）を市長に提出す

るものとする。 

（解散届） 

第６条 法第４６条第３項の規定による社会福祉法人の解散の届出は、社会福

祉法人解散届（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

（合併認可申請） 

第７条 法第５０条第３項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可の申請

は、社会福祉法人合併認可申請書（吸収合併用）（様式第６号）を市長に提

出するものとし、法第５４条の６第２項の規定による社会福祉法人の新設合



併の認可の申請は、社会福祉法人合併認可申請書（新設合併用）（様式第７

号）を市長に提出するものとする。 

（社会福祉充実計画の申請等） 

第８条 次の各号に掲げる申請等の様式は、それぞれ当該各号に定める書類を

市長に提出するものとする。 

(1) 法第５５条の２第１項の規定による社会福祉充実計画の承認申請 社

会福祉充実計画の承認申請について（様式第８号） 

(2) 法第５５条の３第１項の規定による社会福祉充実計画の変更承認申請 

承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について（様式第９号） 

(3) 法第５５条の３第２項の規定による社会福祉充実計画の変更届 承認

社会福祉充実計画の変更に係る届出について（様式第１０号） 

(4) 法第５５条の４の規定による社会福祉充実計画の終了承認申請 承認

社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について（様式第１１号） 

（第二種社会福祉事業の届出） 

第９条 法第６９条第１項の規定による第二種社会福祉事業（法第２条第３項

第２号に掲げる放課後児童健全育成事業及び雲南市の区域内で行われる同項

第１１号に掲げる隣保事業に限る。以下同じ。）の開始の届出は、第二種社

会福祉事業開始届（様式第１２号）を市長に提出するものとする。 

２ 法第６９条第２項の規定による第二種社会福祉事業の変更又は廃止の届出

は、第二種社会福祉事業施設変更届（様式第１３号）又は第二種社会福祉事

業廃止届（様式第１４号）を市長に提出するものとする。 

（報告の徴取） 

第１０条 第二種社会福祉事業を行っている者（市が行っている場合は除く。）

は、毎会計年度終了後、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実施状況報告書 

(2) 収支決算書 

(3) その他市長が必要と認めるもの 

（社会福祉連携推進法人の認定申請） 

第１１条 法第１２５条の規定による社会福祉連携推進法人の認定の申請は、

社会福祉連携推進認定申請書（様式第１５号）を市長に提出するものとする。 

（社会福祉連携推進法人の定款の変更申請） 

第１２条 法第１３９条第１項の規定による社会福祉連携推進法人の定款の変

更の申請は、定款変更認可申請書（様式第１６号）を市長に提出するものと

する。 

（社会福祉連携推進法人の定款の変更の届出） 

第１３条 法第１３９条第３項の規定による社会福祉連携推進法人の定款の変



更の届出は、定款変更届出書（様式第１７号）を市長に提出するものとする。 

（社会福祉連携推進方針の変更の認定申請） 

第１４条 法第１４０条の規定による社会福祉連携推進法人の社会福祉連携推

進方針の変更の認定の申請は、社会福祉連携推進方針変更認定申請書（様式

第１８号）を市長に提出するものとする。 

（社会福祉連携推進法人の代表理事の選定認可及び解散認可） 

第１５条 法第１４２条の規定による社会福祉連携推進法人の代表理事の選定

又は解職の認可の申請は、代表理事の（選定・解職）に係る認可申請につい

て（様式第１９号）を市長に提出するものとする。 

（その他） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月３０日規則第４１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の雲南市社会福祉法施行細則の規定により

提出又は交付されている認可申請書その他書類は、改正後の雲南市社会福祉

法施行細則により提出又は交付されている認可申請書その他書類とみなす。 

附 則（平成２９年４月１日規則第２１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の雲南市社会福祉法施行細則の規定により

提出又は交付されている認可申請書その他書類は、この規則による改正後の

雲南市社会福祉法施行細則により提出又は交付されている認可申請書その他

書類とみなす。 

附 則（令和２年８月１日規則第５２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年１月１４日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の雲南市社会福祉法施行細則の規定により

提出又は交付されている認可申請書その他書類は、改正後の雲南市社会福祉



法施行細則により提出又は交付されている認可申請書その他書類とみなす。 

附 則（令和４年３月２３日規則第１９号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に改正前の雲南市社会福祉法施行細則の規定により

提出又は交付されている認可申請書その他書類は、改正後の雲南市社会福祉

法施行細則により提出又は交付されている認可申請書その他書類とみなす。 

 


